
相模原市コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、事業者等による新型コロナウイルス感染症対策の普及を図る

とともに、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を推進することを目的として、市がＳＤ

Ｇｓの達成に向けた視点を持って新型コロナウイルス感染症対策を講じる者に対

して補助金を交付することについて、相模原市補助金等に係る予算の執行に関す

る規則(昭和４５年相模原市規則第２３号。以下「規則」という。)に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 (補助対象者) 

第２条 補助金等の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）市内に活動の本拠となる事務所等を有する法人又は団体の代表者であること。 

（２）行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者については、その許認可等を得

ていること。 

（３）市税の滞納がないこと。 

（４）相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号)第２条第２号に

規定する暴力団でないこと。 

（５）法人のうち、代表者又は役員のうちに相模原市暴力団排除条例第２条第３号

に規定する暴力団員に該当する者がないこと。 

（６）この要綱による補助金の交付を受けていないもの 

(補助対象経費) 

第３条 補助の対象となる経費は、ＳＤＧｓの達成に向けた視点を持って講じる新

型コロナウイルス感染症対策に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。 

(補助率及び補助金の額) 

第４条 補助率及び補助金の上限額は別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交

付するものとする。 

２ 補助金の額の算定において、１,０００円未満の端数については、これを切り

捨てるものとする。 

 (交付の申請) 

第５条 規則第４条第１項の規定による申請は、別に定める申請受付期間内に行わ

なければならない。 

２ 規則第４条第１項第５号の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類



とする。 

（１）補助事業等に係る見積書の写し又は補助事業等に要する経費が確認できる書

類 

（２）事業活動等の分かる書類 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 規則第４条第２項の規定により同条第１項第１号から第４号までに掲げる書類

は、その添付を省略させるものとする。 

３ 市長は、規則第５条第１項の規定による審査等の結果、補助金等の不交付を決

定したときは、補助金等不交付決定通知書により補助金等の交付の申請をした者

に通知するものとする。 

 (抽選の実施) 

第６条 市長は、申請受付期間内に受けた申請に係る補助金の額が予算の上限を超

えるおそれがある場合は、補助対象の候補者を抽選により、決定することができ

る。 

(申請の取下げ) 

第７条 規則第７条第１項の市長の定める期日は、交付決定通知書を受理した日か

ら１０日を経過した日までとする。 

 (補助金の交付申請の変更又は中止) 

第８条 規則第１０条第３項の規定による交付の決定の内容の変更は、補助対象経

費の額の増額については行わないものとする。 

 (実績報告) 

第９条 規則第１４条第１項の規定による実績報告は、補助事業等の完了後、速や

かに行わなければならない。 

２ 規則第１４条第１項第３号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとす

る。 

（１）領収証又は支払を証する書類の写し 

（２）補助事業等を実施したことを証する写真等 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

３ 規則第１４条第３項において準用する規則第４条第２項の規定により、規則第

１４条第１項第１号及び第２号に掲げる書類は、その添付を省略させるものとす

る。 



 (補助金の交付の方法) 

第１０条 補助金の交付は、補助事業者が指定する金融機関の預貯金口座に口座振

替の方法により行う。 

 (財産処分の制限) 

第１１条 規則第２３条ただし書に規定する市長が定める期間は、次の各号に掲げ

る対象の種別に応じ、当該各号に掲げる期間とする。 

（１）新型コロナウイルス感染症飛沫感染対策用アクリルパーティション １年 

（２）デリバリー用電動バイク ３年 

(様式) 

第１２条 この要綱による補助金の申請等に係る書類の様式は次のとおりとする。 

補助金交付申請書 第１号様式 

補助金交付決定通知書 第２号様式 

補助金不交付決定通知書 第３号様式 

補助事業計画変更(中止・廃止)申請書 第４号様式 

補助金交付決定取消(変更)通知書 第５号様式 

補助事業実績報告書 第６号様式 

補助金の額確定通知書 第７号様式 

補助金交付請求書 第８号様式 

 (委任) 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市 

長が別に定める。 

  附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

(要綱の廃止) 

２ この要綱は、令和３年３月３１日をもって廃止するものとする。 

 

別表(第３条、第４条関係) 

補助対象経費 上限額 補助率 

テイクアウト又はデリバリー用容器等の購入に要

する経費 

１０万円 １０／１０ 



新型コロナウイルス感染症飛沫感染対策用アクリ

ルパーティションの購入に要する経費 

１０万円 １０／１０ 

新型コロナウイルス感染症対策のＰＲに要する経

費 

１０万円 １０／１０ 

デリバリー用電動バイクの購入等に要する経費 ３０万円 １／２ 

 



第１号様式（規則第４条関係）

名　　称
（商号・屋号・団体名）

（申請者の概要）

住所 

(フリガナ）

　上記補助金の交付について、相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則第4条第1項の規定

により、次のとおり申請します。

補助金の申請にあたり、申請者は下記について確認、同意しています。

　市内に活動の本拠となる事務所等を有する法人又は団体です。

　営業許可など行政庁からの必要な許認可等を受けています。

　市税の滞納はありません。また、市において納付状況の調査を行うことに同意します。

　相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１条）に規定する暴力団や、代表者、役員又はその他事業
に携わるものに、暴力団に該当するものがある法人等ではありません。また、確認のため、必要に応じ、神奈川県警
察本部に照会することについて同意します。

1

2

3

4

名称 

代表者職・氏名 印

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金交付申請書

相模原市長　あて

日月年令和

事業実施場所
　〒

事業内容
（活動内容）

（申請内容）

1

担当者

氏名 連絡先

円

申請額
（消費税除く）

備考№ 該当項目
チェック

テイクアウト、デリバリー用
容器等購入事業

4

3

2 円
飛沫感染対策用
アクリルパーティション購入事業

申請額合計
（千円未満切り捨て）

円

事業内容

円

円

感染症対策ＰＲ事業

デリバリー用電動バイク
購入事業



(申請人）

相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則及び
コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金交付要綱の定めに従う
こと

相模原市長　本村　賢太郎　　　印

補 助 事 業 の 名 称 コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助事業

交 付 決 定 額

交 付 条 件

￥ 円

補 助 金 の 名 称 コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金

　令和　　年　　月　　日付けで提出のあった交付申請書については、次のとおり決定したので、

相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則第5条第2項の規定により通知します。

令和 年 月 日

名称 

代表者職・氏名 

住所 

号

第２号様式（規則第５条関係）

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金交付決定通知書

相模原市指令（S推） 第



(申請人）

理由

相模原市長　本村　賢太郎　　　印

　令和　　年　　月　　日付けで申請のあったコロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金につい

ては、次の理由で不交付に決定したので、コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金交付要綱第

５条第３項の規定により通知します。

令和 年 月 日

名称 

代表者職・氏名 

住所 

第３号様式（第５条関係）

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金不交付決定通知書

相模原市指令（S推） 第 号



第４号様式（規則第８条関係）

変更

（変更後の申請内容）

印

申請の理由

　令和　　年　　月　　日相模原市指令（Ｓ推）第　　　号により交付決定のあった件について、

次のとおり計画変更（中止・廃止）したいので、相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則

第１０条第１項の規定により、次のとおり申請します。

（申請の概要）

申請の種別

代表者職・氏名 

住所 

中止・廃止

申請額合計
（千円未満切り捨て）

円

3 感染症対策ＰＲ事業 円

4
デリバリー用電動バイク
購入事業

円

2
飛沫感染対策用
アクリルパーティション購入事業

円

1
テイクアウト、デリバリー用
容器等購入事業

円

№ 該当項目
チェック 事業内容 申請額

（消費税除く）
備考

相模原市長　あて

名称 

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助事業

令和 年 月 日

計画変更（中止・廃止）申請書



(申請人）

交付決定額 円

変更後の交付決定額 円

相模原市長　本村　賢太郎　　　印

　令和　　年　　月　　日付コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金交付決定について、次の

とおり取消・変更を確定しましたので、相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則第8条第4

項（同規則第10条第4項及び第19条第3項において準用する場合を含む。）の規定により通知しま

す。

令和 年 月 日

名称 

代表者職・氏名 

住所 

第５号様式（規則第１０条関係）

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金

交付決定取消（変更）通知書

相模原市指令（S推） 第 号



第６号様式（規則第１３条関係）

月 日

添　付　書　類

領収証又は支払いを証する書類の写し

補助事業を実施したことを証する写真等

補助事業完了年月日 令和 年

補助対象経費合計
（千円未満切り捨て）

円

3 感染症対策ＰＲ事業 円

4
デリバリー用電動バイク
購入事業

円

1
テイクアウト、デリバリー用
容器等購入事業

円

2
飛沫感染対策用
アクリルパーティション購入事業

円

備考

　令和　　年　　月　　日相模原市指令（Ｓ推）第　　　号により交付決定のあった事業の実績に

ついて、相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則第１４条の規定により、関係書類を添え

て、次のとおり報告します。

相模原市長　あて

名称 

代表者職・氏名 

住所 

印

（実施した事業）

№ 該当項目
チェック 事業内容 補助対象経費

（消費税除く）

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助事業実績報告書

令和 年 月 日



(申請人）

備　    　　考

確 　 定　  額 円

交　付　済　額 円

相模原市長　本村　賢太郎　　　印

補助事業の名称 コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助事業

交 付 決 定 額 円

補助金の名称 コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金

　令和　　年　　月　　日相模原市指令（Ｓ推）第　　　号により交付決定した補助事業について

は、令和　　年　　月　　日付実績報告等に基づき、次のとおり確定したので、相模原市補助金等

に係る予算の執行に関する規則第15条の規定により通知します。

令和 年 月 日

名称 

代表者職・氏名 

住所 

第７号様式（規則第１５条関係）

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金の額確定通知書

相模原市指令（S推） 第 号



担当
口座
確認

内線

太枠の中を記入してください。

預金通帳当のコピー（金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義）が記載されてい
るもの）を添付してください。

※

※

令和　　年　　月　　日 課名

本店
支店
支所

　　

普　通　　・　　当　座　　・　　貯　蓄

口座名義人
フリガナ

氏　　名

銀　　行

信用金庫

信用組合

農　　協

支店コード

口座番号

預金の種類

振込先金融機関

金融機関コード

　上記補助金は下記の口座へ振り込んでください。
　なお、請求者と口座名義が異なる場合には、下記の口座名義人を代理人とし、下記口座への振込
みをもって請求金の受領と認めます。

円

円

　１　補助金の額確定額

　２　補助金の請求金額

　３　添付書類
・補助金交付決定通知書の写し
・補助金の額確定通知書の写し

住所 

　令和　　年　　月　　日付け相模原市指令（Ｓ推）第　　　号により額の確定通知を受けた

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金について、相模原市補助金等に係る予算の執行に

関する規則第18条の規定により次のとおり請求します。

名称 

代表者職・氏名 印

令和

相模原市長　あて

第８号様式（規則第１８条関係）

コロナ対策＋１ ＳＤＧｓアクション補助金交付請求書

年 月 日


